
 柴田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 
 
  令和５年３月３１日 
 
                        柴田町長  滝 口  茂 
 
柴田町条例第７号  
 
   柴田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

柴田町国民健康保険税条例（昭和３１年柴田町条例第５４号）の一部を次のように改正す

る。 

改  正  後 改  正  前 

 

 （課税額） 

第２条 （略） 

２ （略） 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額

は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する被保険者につき算定し

た所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯

別平等割額の合算額とする。ただし、当該合

算額が２２０，０００円を超える場合におい

ては、後期高齢者支援金等課税額は、２２

０，０００円とする。 

４ （略） 

 

（国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健

康保険税の納税義務者に対して課する国民健

康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課

税額からア及びイに掲げる額を減額して得た

額（当該減額して得た額が６５０，０００円

を超える場合には、６５０，０００円）、同

条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額か

らウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が２２０，０００円を超え

る場合には、２２０，０００円）並びに同条

第４項本文の介護納付金課税額からオ及びカ

 

 （課税額） 

第２条 （略） 

２ （略） 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額

は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する被保険者につき算定し

た所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯

別平等割額の合算額とする。ただし、当該合

算額が２００，０００円を超える場合におい

ては、後期高齢者支援金等課税額は、２０

０，０００円とする。 

４ （略） 

 

（国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健

康保険税の納税義務者に対して課する国民健

康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課

税額からア及びイに掲げる額を減額して得た

額（当該減額して得た額が６５０，０００円

を超える場合には、６５０，０００円）、同

条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額か

らウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が２００，０００円を超え

る場合には、２００，０００円）並びに同条

第４項本文の介護納付金課税額からオ及びカ



に掲げる額を減額して得た額（当該減額して

得た額が１７０，０００円を超える場合に

は、１７０，０００円）の合算額とする。 

 （１） （略） 

 （２） 法第７０３条の５第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

４３０，０００円（納税義務者並びにその

世帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の

数が２以上の場合にあっては、４３０，０

００円に当該給与所得者等の数から１を減

じた数に１００，０００円を乗じて得た金

額を加算した金額）に被保険者及び特定同

一世帯所属者 1 人につき２９０，０００円

を加算した金額を超えない世帯に係る納税

義務者（前号に該当する者を除く。） 

   ア～カ （略） 

 （３） 法第７０３条の５第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

４３０，０００円（納税義務者並びにその

世帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の

数が２以上の場合にあっては、４３０，０

００円に当該給与所得者等の数から１を減

じた数に１００，０００円を乗じて得た金

額を加算した金額）に被保険者及び特定同

一世帯所属者１人につき５３５，０００円

を加算した金額を超えない世帯に係る納税

義務者（前２号に該当する者を除く。） 

   ア～カ （略） 

２ （略） 

 

 （特例対象被保険者等に係る国民健康保険税

の課税の特例） 

第２３条の２ 国民健康保険税の納税義務者で

ある世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

特例対象被保険者等（法第７０３条の５の２

に掲げる額を減額して得た額（当該減額して

得た額が１７０，０００円を超える場合に

は、１７０，０００円）の合算額とする。 

 （１） （略） 

 （２） 法第７０３条の５第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

４３０，０００円（納税義務者並びにその

世帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の

数が２以上の場合にあっては、４３０，０

００円に当該給与所得者等の数から１を減

じた数に１００，０００円を乗じて得た金

額を加算した金額）に被保険者及び特定同

一世帯所属者 1 人につき２８５，０００円

を加算した金額を超えない世帯に係る納税

義務者（前号に該当する者を除く。） 

   ア～カ （略） 

 （３） 法第７０３条の５第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

４３０，０００円（納税義務者並びにその

世帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の

数が２以上の場合にあっては、４３０，０

００円に当該給与所得者等の数から１を減

じた数に１００，０００円を乗じて得た金

額を加算した金額）に被保険者及び特定同

一世帯所属者１人につき５２０，０００円

を加算した金額を超えない世帯に係る納税

義務者（前２号に該当する者を除く。） 

   ア～カ （略） 

２ （略） 

 

 （特例対象被保険者等に係る国民健康保険税

の課税の特例） 

第２３条の２ 国民健康保険税の納税義務者で

ある世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

特例対象被保険者等（法第７０３条の５の２



第２項に規定する特例対象被保険者等をい

う。第２４条の２第１項において同じ。）で

ある場合における第３条及び前条第１項の規

定の適用については、第３条第１項中「規定

する総所得金額」とあるのは「規定する総所

得金額（第２３条の２に規定する特例対象被

保険者等の総所得金額に給与所得が含まれて

いる場合においては、当該給与所得について

は、所得税法第２８条第２項の規定によって

計算した金額の１００分の３０に相当する金

額によるものとする。次項において同じ。）」

と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４

条の２第２項」と、前条第１項第１号中「総

所得金額及び」とあるのは「総所得金額（次

条に規定する特例対象被保険者等の総所得金

額に給与所得が含まれている場合において

は、当該給与所得については、所得税法第２

８条第２項の規定によって計算した金額の１

００分の３０に相当する金額によるものとす

る。次号及び第３号において同じ。）及び」

とする。 

 

 （特例対象被保険者等に係る申告） 

第２４条の２ （略） 

２ 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義

務者は、雇用保険受給資格者証（雇用保険法

施行規則（昭和５０年労働省令第３号）第１

７条の２第１項第１号に規定するものをい

う。）又は雇用保険受給資格通知（同令第１

９条第３項に規定するものをいう。）の提示

を求められた場合には、これらを提示しなけ

ればならない。 

 

   附 則 

 

１ （略） 

 （公的年金等に係る所得に係る国民健康保険

税の課税の特例） 

第２項に規定する特例対象被保険者等をい

う。第２４条の２において同じ。）である場

合における第３条及び前条第１項の規定の適

用については、第３条第１項中「規定する総

所得金額」とあるのは「規定する総所得金額

（第２３条の２に規定する特例対象被保険者

等の総所得金額に給与所得が含まれている場

合においては、当該給与所得については、所

得税法第２８条第２項の規定によって計算し

た金額の１００分の３０に相当する金額によ

るものとする。次項において同じ。）」と、

「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の

２第２項」と、前条第１項第１号中「総所得

金額及び」とあるのは「総所得金額（次条に

規定する特例対象被保険者等の総所得金額に

給与所得が含まれている場合においては、当

該給与所得については、所得税法第２８条第

２項の規定によって計算した金額の１００分

の３０に相当する金額によるものとする。次

号及び第３号において同じ。）及び」とす

る。 

 

 （特例対象被保険者等に係る申告） 

第２４条の２ （略） 

２ 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義

務者は、雇用保険受給資格者証（雇用保険法

施行規則（昭和５０年労働省令第３号）第１

７条の２第１項第１号に規定するものをい

う。）その他の特例対象被保険者等であるこ

との事実を証明する書類の提示を求められた

場合には、これらを提示しなければならな

い。 

 

   附 則 

 

１ （略） 

 （公的年金等に係る所得に係る国民健康保険

税の課税の特例） 



２ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国

民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が、前年中に所得税法第３５条第３項

に規定する公的年金等に係る所得について同

条第４項に規定する公的年金等控除額（年齢

６５歳以上である者に係るものに限る。）の

控除を受けた場合における第２３条の規定の

適用については、同条第１項中「法第７０３

条の５第１項に規定する総所得金額及び山林

所得金額」とあるのは「法第７０３条の５第

１項に規定する総所得金額（所得税法第３５

条第３項に規定する公的年金等に係る所得に

ついては、同条第２項第１号の規定によって

計算した金額から１５０，０００円を控除し

た金額によるものとする。）及び山林所得金

額」と、「１，１００，０００円」とあるの

は「１，２５０，０００円」とする。 

 （上場株式等に係る配当所得等に係る国民健

康保険税の課税の特例） 

３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険

の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法

附則第３３条の２第５項の配当所得等を有す

る場合における第３条、第６条、第８条及び

第２３条の規定の適用については、第３条第

１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３３条の２第

５項に規定する上場株式等に係る配当所得等

の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法

第３１４条の２第２項」と、同条第２項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは

山林所得金額又は法附則第３３条の２第５項

に規定する上場株式等に係る配当所得等の金

額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第３３条の２第５項に規定する上場株式

等に係る配当所得等の金額」とする。 

 （長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税

の特例） 

２ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国

民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が、前年中に所得税法第３５条第３項

に規定する公的年金等に係る所得について同

条第４項に規定する公的年金等控除額（年齢

６５歳以上である者に係るものに限る。）の

控除を受けた場合における第２３条第１項の

規定の適用については、同項中「法第７０３

条の５第１項に規定する総所得金額及び山林

所得金額」とあるのは「法第７０３条の５第

１項に規定する総所得金額（所得税法第３５

条第３項に規定する公的年金等に係る所得に

ついては、同条第２項第１号の規定によって

計算した金額から１５０，０００円を控除し

た金額によるものとする。）及び山林所得金

額」と、「１，１００，０００円」とあるの

は「１，２５０，０００円」とする。 

 （上場株式等に係る配当所得等に係る国民健

康保険税の課税の特例） 

３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険

の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法

附則第３３条の２第５項の配当所得等を有す

る場合における第３条、第６条、第８条及び

第２３条第１項の規定の適用については、第

３条第１項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第３３条

の２第５項に規定する上場株式等に係る配当

所得等の金額」と、「同条第２項」とあるの

は「法第３１４条の２第２項」と、同条第２

項中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は法附則第３３条の２第

５項に規定する上場株式等に係る配当所得等

の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第３３条の２第５項に規定する上場

株式等に係る配当所得等の金額」とする。 

 （長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税

の特例） 



４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険

の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法

附則第３４条第４項の譲渡所得を有する場合

における第３条、第６条、第８条及び第２３

条の規定の適用については、第３条第１項中

「及び山林所得金額の合計額から同条第２

項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得

の金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第

２６号）第３３条の４第１項若しくは第２

項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、

第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３

５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第

３６条の規定に該当する場合には、これらの

規定の適用により同法第３１条第１項に規定

する長期譲渡所得の金額から控除する金額を

控除した金額。以下この項において「控除後

の長期譲渡所得の金額」という。）の合計額

から法第３１４条の２第２項」と、「及び山

林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山

林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金

額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林

所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は法附則第３４条第４項に規定する長期

譲渡所得の金額」と、第２３条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第３４条第４項に規定する

長期譲渡所得の金額」とする。 

 （一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健

康保険税の課税の特例） 

６ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険

の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法

附則第３５条の２第５項の一般株式等に係る

譲渡所得等を有する場合における第３条、第

６条、第８条及び第２３条の規定の適用につ

いては、第３条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第３５条の２第５項に規定する一般株式

４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険

の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法

附則第３４条第４項の譲渡所得を有する場合

における第３条、第６条、第８条及び第２３

条第１項の規定の適用については、第３条第

１項中「及び山林所得金額の合計額から同条

第２項」とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡

所得の金額（租税特別措置法（昭和３２年法

律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第

２項、第３４条第１項、第３４条の２第１

項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、

第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又

は第３６条の規定に該当する場合には、これ

らの規定の適用により同法第３１条第１項に

規定する長期譲渡所得の金額から控除する金

額を控除した金額。以下この項において「控

除後の長期譲渡所得の金額」という。）の合

計額から法第３１４条の２第２項」と、「及

び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及

び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得

の金額の合計額（」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所

得金額又は法附則第３４条第４項に規定する

長期譲渡所得の金額」と、第２３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第３４条第４項に規定

する長期譲渡所得の金額」とする。 

 （一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健

康保険税の課税の特例） 

６ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険

の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法

附則第３５条の２第５項の一般株式等に係る

譲渡所得等を有する場合における第３条、第

６条、第８条及び第２３条第１項の規定の適

用については、第３条第１項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第３５条の２第５項に規定する一般



等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２

項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」

と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は法附則第

３５条の２第５項に規定する一般株式等に係

る譲渡所得等の金額」と、第２３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第３５条の２第５項に

規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金

額」とする。 

 （上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健

康保険税の課税の特例） 

７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険

の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法

附則第３５条の２の２第５項の上場株式等に

係る譲渡所得等を有する場合における第３

条、第６条、第８条及び第２３条の規定の適

用については、第３条第１項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第３５条の２の２第５項に規定する

上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、

「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の

２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得

金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

は法附則第３５条の２の２第５項に規定する

上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第

２３条第１項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第３５

条の２の２第５項に規定する上場株式等に係

る譲渡所得等の金額」とする。 

 （先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保

険税の課税の特例） 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険

の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法

附則第３５条の４第４項の事業所得、譲渡所

得又は雑所得を有する場合における第３条、

第６条、第８条及び第２３条の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「及び山林所得金

株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条

第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２

項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附

則第３５条の２第５項に規定する一般株式等

に係る譲渡所得等の金額」と、第２３条第１

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第３５条の２第５

項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の

金額」とする。 

 （上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健

康保険税の課税の特例） 

７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険

の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法

附則第３５条の２の２第５項の上場株式等に

係る譲渡所得等を有する場合における第３

条、第６条、第８条及び第２３条第１項の規

定の適用については、第３条第１項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第３５条の２の２第５項に規

定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」

と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４

条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林

所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は法附則第３５条の２の２第５項に規定

する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」

と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

第３５条の２の２第５項に規定する上場株式

等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

 （先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保

険税の課税の特例） 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険

の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法

附則第３５条の４第４項の事業所得、譲渡所

得又は雑所得を有する場合における第３条、

第６条、第８条及び第２３条第１項の規定の

適用については、第３条第１項中「及び山林



額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第３５条の４第４項に規定する先物取引

に係る雑所得等の金額」と、「同条第２項」

とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は法附則第３５

条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所

得等の金額」と、第２３条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに法附則第３５条の４第４項に規定する

先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 

 

 （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例） 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険

の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法

附則第３３条の３第５項の事業所得又は雑所

得を有する場合における第３条、第６条、第

８条及び第２３条の規定の適用については、

第３条第１項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第３３

条の３第５項に規定する土地等に係る事業所

得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは

「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は法附則第３３条の３第５

項に規定する土地等に係る事業所得等の金

額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第３３条の３第５項に規定する土地等に

係る事業所得等の金額」とする。 

１０～１１ （略） 

 （条約適用利子等に係る国民健康保険税の課

税の特例） 

１２ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法

及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第３５条の４第４項に規定する先

物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第

２項」とあるのは「法第３１４条の２第２

項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附

則第３５条の４第４項に規定する先物取引に

係る雑所得等の金額」と、第２３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第３５条の４第４項に

規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と

する。 

 （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例） 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険

の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法

附則第３３条の３第５項の事業所得又は雑所

得を有する場合における第３条、第６条、第

８条及び第２３条第１項の規定の適用につい

ては、第３条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

第３３条の３第５項に規定する土地等に係る

事業所得等の金額」と、「同条第２項」とあ

るのは「法第３１４条の２第２項」と、同条

第２項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は法附則第３３条

の３第５項に規定する土地等に係る事業所得

等の金額」と、第２３条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第３３条の３第５項に規定する土

地等に係る事業所得等の金額」とする。 

１０～１１ （略） 

 （条約適用利子等に係る国民健康保険税の課

税の特例） 

１２ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法

及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４



４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特

例法」という。）第３条の２の２第１０項に

規定する条約適用利子等に係る利子所得、配

当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有

する場合における第３条、第６条、第８条及

び第２３条の規定の適用については、第３条

第１項中「及び山林所得金額の合計額から同

条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並

びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人

税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭

和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実

施特例法」という。）第３条の２の２第１０

項に規定する条約適用利子等の額の合計額か

ら法第３１４条の２第２項」と、「及び山林

所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林

所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条

の２の２第１０項に規定する条約適用利子等

の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は租税条約等実施特例法第３条の２の

２第１０項に規定する条約適用利子等の額」

と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条

約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規

定する条約適用利子等の額」とする。 

 

 （条約適用配当等に係る国民健康保険税の課

税の特例） 

１３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２

項に規定する条約適用配当等に係る利子所

得、配当所得及び雑所得を有する場合におけ

る第３条、第６条、第８条及び第２３条の規

定の適用については、第３条第１項中「及び

山林所得金額の合計額から同条第２項」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに租税条約等

の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税

４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特

例法」という。）第３条の２の２第１０項に

規定する条約適用利子等に係る利子所得、配

当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有

する場合における第３条、第６条、第８条及

び第２３条第１項の規定の適用については、

第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額

から同条第２項」とあるのは「及び山林所得

金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税

法、法人税法及び地方税法の特例等に関する

法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税

条約等実施特例法」という。）第３条の２の

２第１０項に規定する条約適用利子等の額の

合計額から法第３１４条の２第２項」と、

「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは

「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特

例法第３条の２の２第１０項に規定する条約

適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は租税条約等実施特例法第

３条の２の２第１０項に規定する条約適用利

子等の額」と、第２３条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第

１０項に規定する条約適用利子等の額」とす

る。 

 （条約適用配当等に係る国民健康保険税の課

税の特例） 

１３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２

項に規定する条約適用配当等に係る利子所

得、配当所得及び雑所得を有する場合におけ

る第３条、第６条、第８条及び第２３条第１

項の規定の適用については、第３条第１項中

「及び山林所得金額の合計額から同条第２

項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租

税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及



法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第

４６号。以下「租税条約等実施特例法」とい

う。）第３条の２の２第１２項に規定する条

約適用配当等の額の合計額から法第３１４条

の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計

額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに

租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２

項に規定する条約適用配当等の額の合計額

（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税

条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に

規定する条約適用配当等の額」と、第２３条

第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特

例法第３条の２の２第１２項に規定する条約

適用配当等の額」とする。 

び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４

年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例

法」という。）第３条の２の２第１２項に規

定する条約適用配当等の額の合計額から法第

３１４条の２第２項」と、「及び山林所得金

額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金

額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の

２第１２項に規定する条約適用配当等の額の

合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得

金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

は租税条約等実施特例法第３条の２の２第１

２項に規定する条約適用配当等の額」と、第

２３条第１項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに租税条約等実

施特例法第３条の２の２第１２項に規定する

条約適用配当等の額」とする。 
 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の柴田町国民健康保険税条例の規定は、令和５年度以後の年度分

の国民健康保険税について適用し、令和４年度分までの国民健康保険税については、な

お従前の例による。 


